
総  務  課 

元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 

１ 背 景 

  平成３１年４月１日、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）が

公布され、改元日以降の元号が「令和」と定められました。

２ 国の対応について 

  国は、「元号を改める政令等について（平成３１年４月２日付総務省地域力

創造審議官通知）」において、「法令については、「平成」を用いて改元日以降

の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行

わない」旨の考え方が示されました。

３ 区の例規整備の考え方について 

  「平成」を用いて改元日以降の年を表示していても有効である、との考え

方が国から示されましたが、区では、条例の規定を区民により分かりやすい

ものとするため、改元日以降の年表示について「平成」としているものを早

期に「令和」に改めることとし、対象となる１５条例の規定を整備します。

４ 関係条例の改正方法について 

  改元日以降の日付等を「平成」で表記している１５条例のうち、今定例会

で内容の改正を予定している６条例については当該条例の改正に合わせて、

そのほかの９条例については一括条例により改正を行います。

元号を改める政令（抄）          （平成３１年政令第１４３号）

内閣は、元号法（昭和５４年法律第４３号）第１項の規定に基づき、この政令を制

定する。

元号を令和に改める。

港区介護保険条例新旧対照表（第七条関係） 

改  正  案 現     行 

（保険料率等） （保険料率等） 

第七条 平成三十年度から令和二年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第一号被保険者の区分に応じそれ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第七条 平成三十年度から平成三十二年度

までの各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 

 一～十七 （略）  一～十七 （略） 
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以下素材 

【参考】港区における過去の一括条例 

  ①平成２０年１定：港区職員定数条例等の一部を改正する等の条例

    → 地方自治法の改正による収入役制度廃止に伴う「収入役」という

文言の削除等

       ※３０条例の改正、１条例の廃止

  ②平成１８年４定：港区助役定数条例等の一部を改正する条例

    → 地方自治法の改正に伴う「助役」を「副区長」とする文言改正

       ※３７条例の改正

  ③平成２８年３定：地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

    → 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う新教育長

制度により、指定管理者に指定することができない法人に教育長が

役員となっている団体を加える改正

       ※２５条例の改正

元号を改める政令              （平成３１年政令第１４３号）

内閣は、元号法（昭和５４年法律第４３号）第１項の規定に基づき、この政令を制

定する。

元号を令和に改める。

附 則

 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成２９年法律第６３号）の

施行の日（平成３１年４月３０日）の翌日から施行する。

参考

   元号法                   （昭和５４年法律第４３号）

元号法をここに公布する。

元号法

１ 元号は、政令で定める。

２ 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める


